
1 奨学資金貸付金 《無利子》

　貸 付 金 額：高等学校またはこれに相当する学校　　月額   １０,０００円以内
　　　　　　　　大学またはこれに相当する学校　　　　月額  ５０,０００円以内

　貸 付 対 象：井原市に住所を有する人で、大学等に在学する人 等
　　　　　　　　　　※世帯収入・学力基準あり

　貸付金の返還：学校卒業後満１か年を経過した翌月から貸付を受けた月数の３倍に
　　　　　　　　相当する期間中に、貸付を受けた金額を月賦、半年賦、年賦で返還

　返 還 の 特 例：大学またはこれに相当する学校を卒業後、返還期
　　　　　　　　間満了まで井原市に住所を有するか、市内の事業
　　　　　　　　所等に勤務するときは、奨学資金の全額を免除。
　　　　　　　　　　※返還開始前に手続きが必要です。

2 奨学金返還支援補助金

　補 助 金 額：月賦返還額（上限１５,０００円）×１２か月（最長７２か月・最大１０８万円）

　補 助 対 象：日本学生支援機構第一種奨学金を１２か月以上の期間借りて、大学
　　　　　　　　等で修業し、卒業後の要件（裏面2ー③）を満たす人

　 　 井 原 市 教 育 委 員 会 　 教 育 総 務 課
Tel（0866）62－9531（平日 8時30分から17時15分）  Mail ksoumu@city.ibara.lg.jp

井原市奨学資金を借りる方はこちら

令和８年度以降、新たに日本学生支援機構の
第一種奨学金を借りる方はこちら

最大１０８万円補助最大１０８万円補助

全額免除全額免除

▲詳細はこちら

▲詳細はこちら

冨士奨学基金〔冨士ベークライト（株）からのご寄附による基金〕活用事業




